
 

 

大牟田市における空き地及び空家等の相談窓口並びに 

コーディネーター設置に関する協定書 

 

 大牟田市（以下「甲」という。）と、ありあけ不動産ネット協同組合（以下「乙」

という。）は、大牟田市における空き地及び空家等の対策を推進するため、次の

とおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が相互に連携、協力し、大牟田市内の空き地及

び空家等の対策を推進することにより、市民生活へ影響を及ぼしている空き

地及び空家等を改善し、もって市民が安心して安全に暮らせる魅力ある生活

環境の形成を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 空き地 大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例（平成２８

年第３２号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する空き地をいう。 

(2) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第  

１２７号）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

(3) 所有者等 条例第２条第４号に規定する所有者等をいう。 

(4) 組合員等 乙の正組合員、準組合員及び賛助会員をいう。 

(5) コーディネーター 乙の組合員等のうち乙が定める研修を修了したもの

であって、乙が設置する相談窓口において問題解決のための情報提供及び

提案等を行うものをいう。 

 

（甲が行う業務） 

第３条 甲は、第１条の目的達成のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 所有者等に次条第１項の規定により乙が設置する相談窓口を紹介する業

務 

(2) 所有者等の同意を得て、所有者等の連絡先を相談窓口に提供する業務 

(3) 所有者等に対する空き地及び空家等の適正管理及び利活用の促進に関す

る啓発事業 

２ 甲は、広報紙、市ホームページその他の方法により、乙が行う相談業務の  

周知に努めるものとする。 

 

（乙が行う業務） 

第４条 乙は、第１条の目的達成のため、所有者等からの空き地及び空家等の

売買、賃貸、管理、有効活用及び相続等に関する相談業務を無料で行う相談

窓口（以下「相談窓口」という。）を設置し、コーディネーターを配置するも

のとする。  



 

 

２ 相談窓口は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 所有者等に対して、空き地及び空家等の状況、立地等に応じた、売買、

賃貸、管理、有効活用及び相続等に関する情報提供及び提案等を行うコー

ディネート業務 

(2) 相談内容に応じた専門業者の紹介 

(3) 空き地及び空家等の発生予防に関する業務 

(4) 所有者等に対する情報提供のため、組合員等の事務所等において、啓発

チラシ配布、ポスター掲示等を行う業務 

(5) その他空き地及び空家等の適正管理及び利活用の促進に関する業務 

 

（報告） 

第５条 甲は、相談窓口での業務の実施について、必要に応じて乙に報告を求

めることができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲から相談窓口での業務の実施状況について報

告を求められたときは、実施状況を確認し、甲に報告するものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、組合員等以外の第三者に対し協定事項の一部若しくは全部の実

施を委託し、若しくは請け負わせてはならない。 

 

（個人情報） 

第７条 乙は、相談窓口の業務に関して知り得た個人情報に関する情報につい

て、本人の同意を得ずに、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 

２ 個人情報の取扱いについては、別に甲が定める大牟田市における空き地及

び空家等の相談窓口並びにコーディネーター設置に関する個人情報取扱特記

事項に定めるとおりとする。 

 

（解除） 

第８条 甲は、乙が大牟田市における空き地及び空家等の相談窓口並びにコー

ディネーター設置に関する個人情報取扱特記事項に違反していると認めると

きは、この協定の解除をすることができる。 

 

（協定期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期

間満了の３か月前までに甲又は乙のいずれからも書面による協定終了の意思

表示がないときは、この協定は、自動的に同一条件で１年間延長されるもの

とし、以後も同様とする。 

  

  



 

 

（所有者等との契約） 

第１０条 この協定は、乙又は組合員等が所有者等と売買、賃貸又は請負等の

所有者等の空き地又は空家等に関する契約を締結することを妨げない。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲

と乙で協議し、決定するものとする。 

 

 

 

 この協定の証として本書２通を作成し、甲及び乙は署名の上、各１通を保有

するものとする。 

 

平成３０年９月４日 

 

           甲）大牟田市有明町２丁目３番地 

             大牟田市 

             代 表   大牟田市長 中尾 昌弘 

 

 

           乙）大牟田市諏訪町３丁目１０番地 

             ありあけ不動産ネット協同組合 

             代 表   理事長 川添 健一 


